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懲戒処分の公表（令和７年度第４四半期）

「懲戒処分等の公表の取扱基準」に基づき、令和８年１月１日から令和８年３月 31 日までに

地方公務員法に基づいて行った懲戒処分について下記のとおりお知らせします。

記

【令和７年度：第４四半期】

※職位等、年齢については、処分時時点のものであること。

≪令和７年度の懲戒処分件数≫

【令和７年度：第４四半期合計】

【下段カッコ内：前年度同期合計】

No
処 分

事 由

処 分

年月日

処 分

内 容

本庁病院

の別
職位等 年齢

性

別
事案の発生時期

１

道交法違反 R8.1.19 戒告 病院 一般職員 28 女 R7.7.11

≪事案の概要≫

被処分者は、宮古市の商業施設駐車場内において、安全確認が不十分なまま自家用車を発進し、

通行中の歩行者に衝突、怪我を負わせた。

２

道交法違反 R8.3.27 戒告 病院 一般職員 25 女 R7.9.6

≪事案の概要≫

被処分者は、盛岡市三本柳の県道 36 号線において、自家用車を運転中、指定速度 50 ㎞/h

のところ、速度超過 32 ㎞/h の交通違反を犯した。

３

道交法違反 R8.3.31 戒告 病院 役付職員 34 男 R8.2.23

≪事案の概要≫

被処分者は、二戸市福田大久保の八戸道二戸パーキングエリア付近において、自家用車を運転中、

指定速度 80 ㎞/h のところ、速度超過 40 ㎞/h の交通違反を犯した。

４

道交法違反 R8.3.31 停職 6月 病院 役付職員 66 男 R7.8.16

≪事案の概要≫

被処分者は、金ケ崎町永栄細越浦付近の県道 203 号線において、自家用車を運転中、前方不注意

によりセンターラインを越え対向車と衝突し、対向車乗車中の１名を死亡させたほか、他２名につ

いても重症を負わせた。

処分事由 戒 告 減 給 停 職 免 職
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法令・服務違反
０

（８） （３） （11）

一般非行
０
（０）

管理監督責任
０
（０）
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３ １ ４
（１） （０） （１）

第４四半期 合計
３ ０ １ ０ ４
（９） （３） （０） （０） （12）



【令和７年度累計】

【問い合わせ先：医療局職員課人事研修担当（019-629-6320）】
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